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  具体的な活動内容

1	 味の素スタジアム（調布市）における活動
味の素スタジアムに福島からの避難者が収容され

ているとの情報が入ったため、東京三会から東京
都に対する申し入れに基づき、法律相談を行うた
め、本庁及び多摩支部所属の弁護士が 3 月21日に
現地を訪問、当日翌日と 2 日間の試行を行った。そ
の後 23日より土日を含む毎日16：00 ～ 18：00に4
～ 6 名程度のボランティアの弁護士が相談にあたる
体制で、施設内にて相談会を実施した。

4 月11日以降は、東京三会多摩支部（以下「多
摩支部」という。）が毎日 4 名の相談担当者派遣を
担当することに変更し（5月1日以降は 2 名）、避難
所閉鎖前日の5月21日まで法律相談を実施した。
【味の素スタジアムにおけるデータ】
避 難 者： 総受け入れ人数　約 480 人（ピーク時

の収容人数　約200人）
相談件数： 約190 件、延べ派遣弁護士数：約190人

なお、東京三会多摩支部では、多摩支部震災対
応プロジェクトチームを組織し、東京三会復旧復興
本部多摩支部ＰＴと同一組織として震災支援活動
に携わる体制とした。

2	 ホットライン（無料相談）について
4月27日から9月30日まで、立川法律相談センター

に震災用の面接相談枠を設定し、毎週水曜日と土
曜日の13：00 ～15：00に事前予約制にて無料面接
相談を実施した。

10 月1日からは、震災ホットラインを開設し、都
内の避難者を主な対象として、無料面接相談に対
応する近隣の弁護士を紹介するなどのサービスを継
続的に行っている。

3	 情報発信について
多摩支部に避難している被災者向けの「多摩支

部版震災Ｑ＆Ａ」を作成し、自治体を通じて配布や
ＨＰ上での公開を行った。

東日本大震災～東京三会多摩支部の活動報告
	 東京三会復旧復興本部　多摩支部ＰＴ担当　東京弁護士会

	 　　上　條　弘　次



東 日 本 大 震 災
（東京三弁護士会の活動記録）

��

また、メールマガジンを発行し、被災者に対して、
直接、情報の提供を行った。現時点で、14 号まで
発行済みである。

4	 巡回相談等について
味の素スタジアムの避難所閉鎖後も、多摩地域

の公営住宅や民間賃貸住宅に避難している避難者
が多数存在していることから、多摩地域の各市町
村における被災者向け巡回相談・被災者向けイベン
トへの相談担当弁護士の派遣や多摩支部会館を使
用しての原発問題説明会・相談会を企画・実施した。
【巡回相談等】延べ15カ所

平成23年
6月20日～東大和市、30日～日野市
7月9日～八王子市、31日～立川市
8月28日～奥多摩町
9月5日～福生市、11日～町田市
10月23日～立川市
12 月11日～町田市、17日～さわやか財団（八
王子市）

平成24 年
2月11日～さわやか財団（多摩市）、12日～八
王子市、19日～八王子社協、町田社協
3月18日～東久留米（「つながっぺ福島」）　

【多摩支部会館における説明会・相談会】合計3回
平成23年8月27日、11月12日
平成24 年2月12日

さらに、被災者支援について協力体制を構築す
るため、平成 24 年 5 月11日、多摩地域の社会福
祉協議会と懇談会を開催し、情報交換等を行った。

5	 研修
被災者の相談に応じる弁護士を一人でも増やす

ために、多摩支部でも積極的に震災問題に関する
研修を行った。

震災直後の 3月末から 4 月上旬にかけて、4 回に
わたって同内容の震災相談対応のための研修会を
集中的に行ったのを皮切りに、味の素スタジアムで
の相談事例を題材とした勉強会を3回行った。

その後も、原発損害賠償問題及び私的整理ガイ
ドラインに関する研修を10、11、12 月に連続開催
をした。

平成 24 年に入っても、原発損害賠償ＡＤＲに関
する研修を3月1日、5月11日に開催したほか、今
後も同様の研修を継続的に行う予定である。
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